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岡山県警察

ＳＮＳやインターネットを利用中、「副業しませんか？」と副業を勧めるバナー
広告やウェブサイト等を見たことはありませんか？
中には、「簡単にできます！」「豊かな生活を！」などのメッセージを表示し、

簡単に収入を得ることができるものと信じ込ませようとするものもあります。
アクセスしたバナー広告やウェブサイトにより作業内容が異なりますが、信じて

アクセスして相手（犯人）と連絡を取ると
○ ＳＮＳの動画再生数を増やす
○ ＳＮＳで流れる動画をスクリーンショットして送る

などの作業を依頼させられます。
初めは、実際に報酬を得られる場合もありますが、中には「指示どおりにできて

いない。」「作業方法が誤っている。」などと因縁を付けられ、作業を訂正するた
めの手数料名目等で繰り返し金銭をだまし取られるものがあります。また、報酬を
得ることができた場合でも、後に報酬以上の金銭をだまし取られる場合があります。

● 「簡単に稼げる」などと謳うバナー広告・ウェブサイ
ト等には、安易にアクセスしないようにしましょう。

● 何らかの理由を付けられて支払いを求められた場合に
は、一人で判断せず、必ず支払いを行う前に家族、警察
等に相談しましょう。

● 副業を勧めるバナー広告・ウェブサイト等に注意

● 被害に遭わないために

警察への相談は、最寄りの警察署又は警察総合相談電話（＃９１１０）


